
（第一面：事前相談票） 

危険ブロック塀等調査申込書   ※太枠内をご記入ください。 

相談日 令和   年   月   日 

相談者 

ふりがな 

氏 名 
 
所有者との続柄 

□ 本人 

□ 親族 （    ） 

□ 相続人（    ） 

□ その他（    ） 

住 所 
〒 

電 話 （      ）   －       

塀
の
概
要 

所有者  

所在地 久留米市 

構造 □ 補強コンクリートブロック造（鉄筋あり） 

□ 組積造（れんが造、石造、コンクリートブロック造（鉄筋なし）、その他） 

延長・高さ 延長       ｍ   高さ    ｍ 

撤去方法 ■ 工事概要図の通り 

設置場所 ■ 道路に面している 

築年数     年 

道路種別 □ 通学路 □ 通学路以外 

添付資料 

□ 工事概要図（第二面参照） 

※資料をお持ちであれば、下記資料を提出してください。 

□ 付近見取図   □ 現況写真（2面以上）  □ 建物登記 

相談概要 

□①撤去予定日 令和   年   月予定 
受付印 

□②撤去範囲 全て ・ 部分（安全対策あり） 

□③新設予定 あり（       ）・なし  

□④申請予定者 所有者・（    続柄   ） 

□⑤建物登記確認 確認済 ・ 未確認 ・ 未登記 

□⑥見積(市内業者) 徴集済（   万円）・ 未 

 

（注１）久留米市危険ブロック塀等撤去費補助金を受けて当該危険ブロック塀等を撤去する場合は、別途申請手続き

が必要となります。事業の契約及び着手（撤去工事）は、補助金交付決定後に行ってください。 

（注２）申請者が久留米市補助金交付規則第２条の２の規定（暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する者）に該当する場合、補助金の交付を受けることができません。 

（注３）現地調査に当たっては、ブロック塀等の設置状況を確認するため、敷地内に立ち入る場合がありますので、

予めご了承下さい。なお、門の施錠等により、敷地内への立入りができない場合は、門の開錠を含めて立会い

をお願いする場合があります。 

 

 

※下記は調査員（職員）記入欄です。 

特記事項 

 調査員  

 現地調査日   年  月  日 

 説明者  

 結果連絡日   年  月  日 

 来庁予定日   年  月  日 

 

整 理 番 号 

－ 



（第二面：工事概要図） 

 

□ 平面図（記入例） 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

□ 平面図（上記記入例を参考に、下記に記入して下さい） 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

＊平面図には、方位、道路と敷地の位置、敷地内のブロック塀等、門柱、建築物の位置を図示して下

さい。また、ブロック塀等及び門柱については、撤去工事の範囲がわかるように示してください。

原則として、構造上一体となるブロック塀等及び門柱については、全て撤去する工事が補助の対象

となります。 
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